
令和８年５⽉31日（日）
⼭⼝県防災危機管理課

提供：フリーエージェント 山口 晋
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第72回山口県医学検査学会



防災は、自助 共助 公助
自助
災害が発生したときには、自分の生命を自分で守
らなければなりません。これが、自助の精神です。
住民自ら取り組み、いざというときに備えておく

ことが大切です。

共助
災害が発生したときには、自分たちの地域を自分
たちで守らなければなりません。これが、共助の精
神です。
日頃から住民同士のネットワークを構築しておく

ことが大切です。

公助
国・県・市町が連携して防災対策を実施し、住民
の生命・身体・財産を災害から守ります。
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１ 山口県における災害
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＜山口県の地勢＞

○本州の最⻄端、中国⼭地の⻄端
・３方を海に囲まれている 海岸線が⻑い
・平地が少ない 急傾斜地が多く、河川が急峻



①集中豪雨
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令和５年梅⾬前線豪⾬災害
 梅雨前線が停滞し線状降⽔帯が発生

⇒記録的短時間大雨を数か所で観測
 ⼈的被害︓死者１名、⾏⽅不明１名
 住家被害︓全壊３棟、半壊196棟

JR美祢線の橋梁流出

平成30年７⽉⼤⾬災害
 県東部・中部で猛烈な豪雨
 「経験したことのないような大雨」

⇒河川氾濫、⼟砂災害が多数発生
 ⼈的被害︓死者３名
 住家被害︓全壊23棟、半壊522棟

岩国市周東町
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5年移動平均値

⻑期変化傾向

最初の10年間
（1976〜1985年）
平均約226回

最近10年間
（2014〜2023年）
平均約330回

［全国アメダス］1時間降⽔量50mm以上の年間発⽣回数

短時間豪雨の増加傾向

出典︓気象庁ホームページ
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②台風・高潮被害

平成11年台風第18号
 台風の上陸が大潮の満潮と重なる

⇒瀬⼾内海沿岸で記録的な高潮
 ⼈的被害︓死者3名
 住家被害︓全壊80棟、半壊1,284棟

床上浸水2,468棟

山口宇部空港 駐⾞場、ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ

周防灘⻄部（特に宇部〜⼭
陽小野田沿岸）は、地形的に
高潮の影響を受けやすい



平成21年7⽉21日豪⾬災害
 局所的豪雨で⼟砂災害が同時多発
 防府市では⽼⼈福祉施設が被災

⇒多数の⼈的被害
 ⼈的被害︓死者22名
 住家被害︓全壊33棟、半壊77棟

防府市真尾の⼟⽯流

③⼟砂災害

土石流

がけ崩れ

地すべり
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土砂災害警戒区域(ｲｴﾛｰｿﾞｰﾝ)
→全国第６位の多さ（25,729か所）
土砂災害特別警戒区域(ﾚｯﾄﾞｿﾞｰﾝ)

※特定の開発⾏為に許可が必要、
建築物の構造に規制が適用

→全国第４位の多さ（23,864か所）
※R7.6.30現在
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④地震 〜南海トラフ地震〜

およそ100〜150年の間隔で、Ｍ８程度の大規模地震が発生

30年以内にM８〜９級の地震が
６０％〜９０％程度以上の確率で発⽣

南海 東南海 東海日向灘

■南海トラフとは・・・駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海
プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域

県内にも大きな被害を及ぼす可能性

被害想定（H26.3）の⾒直しを実施
（R6〜R７）

［被害想定の⾒直し結果］
《R8.３月公表》



活断層による地震④地震 〜活断層による地震〜

10

活断層 ： 過去に繰り返し活動し、今後も再び活動すると考えられる断層

県内 日本海

被害想定の⾒直しを実施中
（R７〜R８）

被害想定の⾒直しを予定
（R８）
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２ 公助について
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（１）災害対策基本法
（県と市町の役割分担）



県と市町の役割分担︓災害対策基本法（S36法律第223号）

■市町︓災害対応の⼀義的な担い⼿
□都道府県︓市町を⽀援し、総合調整を⾏う
１．防災に関する理念・責務
○災害対策の基本理念 －「災害」の定義（自然災害／事故災害）、「減災」の考え⽅、災害対策の基本理念
○国、都道府県 、市町村、指定公共機関等の責務 －防災に関する計画の作成・実施、相互協⼒等
○住⺠等の責務 －自らの災害への備え、生活必需品の備蓄、自発的な防災活動への参加等

１．防災に関する理念・責務
○災害対策の基本理念 －「災害」の定義（自然災害／事故災害）、「減災」の考え⽅、災害対策の基本理念
○国、都道府県 、市町村、指定公共機関等の責務 －防災に関する計画の作成・実施、相互協⼒等
○住⺠等の責務 －自らの災害への備え、生活必需品の備蓄、自発的な防災活動への参加等

２．防災に関する組織－総合的防災⾏政の整備・推進
○国︓中央防災会議、特定・非常・緊急災害対策本部
○都道府県・市町村︓地方防災会議、災害対策本部

２．防災に関する組織－総合的防災⾏政の整備・推進
○国︓中央防災会議、特定・非常・緊急災害対策本部
○都道府県・市町村︓地方防災会議、災害対策本部

３．防災計画 －防災⾏政の計画的な整備・推進－
○中央防災会議︓防災基本計画
○指定⾏政機関、指定公共機関︓防災業務計画
○都道府県・市町村︓地域防災計画
○市町村の居住者等︓地区防災計画

３．防災計画 －防災⾏政の計画的な整備・推進－
○中央防災会議︓防災基本計画
○指定⾏政機関、指定公共機関︓防災業務計画
○都道府県・市町村︓地域防災計画
○市町村の居住者等︓地区防災計画

４．災害対策の推進
■災害予防 〇災害予防責任者︓防災教育、防災訓練、物資・資材の備蓄

〇市町村︓緊急避難場所・避難所の指定、避難⾏動要⽀援者名簿及び個別避難計画の事前作成
■災害応急対策 〇市町村︓消防機関・水防団への出動命令、住⺠への避難指⽰、応急措置の実施、都道府県への応援要請

〇都道府県︓（市町村からの応援要請を受けて）応急措置の代⾏、他県への応援要求、物資・資材の供給
■災害復旧

４．災害対策の推進
■災害予防 〇災害予防責任者︓防災教育、防災訓練、物資・資材の備蓄

〇市町村︓緊急避難場所・避難所の指定、避難⾏動要⽀援者名簿及び個別避難計画の事前作成
■災害応急対策 〇市町村︓消防機関・水防団への出動命令、住⺠への避難指⽰、応急措置の実施、都道府県への応援要請

〇都道府県︓（市町村からの応援要請を受けて）応急措置の代⾏、他県への応援要求、物資・資材の供給
■災害復旧

５．被災者保護対策
○罹災証明書の発⾏、被災者台帳の作成による被災者援護 ○安否情報の提供
５．被災者保護対策
○罹災証明書の発⾏、被災者台帳の作成による被災者援護 ○安否情報の提供
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市町の役割 ①避難所等の指定・開設

指定緊急避難場所（法§49の4）

洪水等による危険が切迫した状況において、住民等が
緊急に避難する施設又は場所。

災害の種類ごとに指定

住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在
させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一
時的に滞在させることを目的とした施設

良好な生活環境の確保が重要

★高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者を受け入れる
『福祉避難所』には、バリアフリーや相談支援体制を整備

指定避難所（ひなんじょ）(法§49の7)
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市町の役割 ②避難指⽰等の発令­１（変更前）
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市町の役割 ②避難指⽰等の発令­２（変更後）



17

（２）地域防災計画等



（中央防災会議︓内閣総理大⾂が会⻑）

防災基本計画 ■国の防災の基本となる計画
■防災業務計画、地域防災計画の作成・

修正の諸基準を規定
（指定⾏政機関）
防災業務計画

（指定公共機関）
防災業務計画 ■防災基本計画に基づき作成

都道府県地域防災計画
(都道府県防災会議︓都道府県知事が会⻑)

(市町村防災会議︓市町村⻑が会⻑)
■防災基本計画に基づき作成
■防災業務計画、都道府県防災計画に

抵触してはならない。

■防災基本計画に基づき作成
■防災業務計画に抵触してはならない。

市町村地域防災計画

地区防災計画 ■地区居住者等が市町村防災会議に提案

防災計画の体系
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会⻑︓県知事
委員︓60名
・指定地方⾏政機関職員
・陸上⾃衛隊連隊⻑
・県教育⻑
・県警察本部⻑
・県職員（副知事等）
・市町⻑（⼭⼝市⻑、阿武町⻑）
・消防吏員（下関市消防局⻑）
・消防団員（⼭⼝市消防団⻑）
・指定（地方）公共機関職員
・学識経験者
・⾃主防災組織構成員 など

（令和７年5⽉30日）

専門部会（⼭⼝県防災会議条例第３条）

・防災対策専門部会（９名）
・原⼦⼒防災対策専門部会（６名）
・国土強靭化地域計画専門部会（12名）
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⼭⼝県防災会議



山口県地域防災計画の内容

復旧・復興計画
(災害後の復旧・⽣活再建)

災害応急対策計画
(災害発⽣時の緊急の対応)

災害予防計画
（事前のそなえ）

◆復旧・復興活動
◆被災者の生活再建
◆公共施設の災害復旧・復

興
◆被災中⼩企業・農林水産

事業者復興⽀援
◆⾦融計画

◆応急活動
◆災害情報の収集・伝達
◆救助・救急、医療活動
◆避難計画 ◆応援要請
◆緊急輸送
◆災害救助法の適用
◆⾷料等の供給
◆応急住宅
◆水防
◆要配慮者⽀援 等

◆防災思想の普及啓発
◆自主防災活動等の促進
◆防災訓練の実施
◆災害情報体制・災害応急

体制の整備
◆避難予防対策
◆救急・救助、医療活動
◆要配慮者対策
◆緊急輸送活動
◆災害救助物資の確保 等

山口県における①災害予防、 ②災害応急対策及び③復旧・復興に関し、県、市町、防災関
係機関及び県⺠が⾏うべき業務の⼤綱を定めています。
なお、計画の前提となる災害ごとに、◇本編 ◇震災対策編 ◇原⼦⼒災害対策編に分けて

作成しています。
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その他の災害の場合気象災害の場合
(1) 県内に大規模な火災又は爆発が発生し､ 必
要と認めるとき。

(2) 県内に有害物、放射性物質の大量の放出又
は多数の者の遭難を伴う列⾞、航空機及び船
舶等の事故その他重大な事故が発生し、必要
と認めるとき。

(3) 火山現象の特別警報(噴火警報(居住地域))が
発表されたとき。

(1) 県内に大雨、洪水、暴風、高潮のいずれかの警報が発表
され、県内に相当規模の災害が発生し、又は発生のおそれ
があるとき。具体的には、
ア 台風が上陸し、顕著な被害の発生が⾒込まれるとき
イ 梅雨前線が停滞し、先⾏雨量その他の状況から必要と認
められる場合 など

(2) 気象、高潮又は波浪に関する特別警報が発表されたとき。
(3) 気象情報等の有無にかかわらず、県内に局地的豪雨等に
より現に災害が発生し、その規模及び範囲等の状況から必
要と認めるとき。

(4) 震度５強の地震が発生したとき。
(5) 大津波警報が発表され、数市町の地域について相当な災
害が発生し、又は発生のおそれがあるとき。

山口県災害対策本部
 構成

本部⻑ ︓知事
副本部⻑︓副知事
本部員 ︓各部局⻑、教育⻑、警察本部⻑など
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災害応急対策 〜災害対策本部〜

《災害対策本部の設置基準》

R７.８.1０ 本部員会議



《初動期》（発災後約３日間）

災害発生時の主な応急業務（山口県災害時広域受援計画より）

・災害対策本部の設置 ○災害救助法の適用
○緊急消防援助隊の派遣要請 ○自衛隊の災害派遣要請
○DMAT・DPATの派遣要請 ○(広域受援時の)受入体制整備

県

・災害対策本部の設置 ○避難指⽰等の発令
○被災者の救助 ○避難所の開設・運営、避難者の健康観察
○応急給水（給水⾞の派遣） ○建築物の危険度判定 等

市
町

《応急対応・復旧期》（〜発災後約１か⽉）

○被災施設調査・災害査定 ・応急仮設住宅の建設 等県

○住家被害認定調査 ○罹災証明書の発⾏ ○住家応急修理
○災害ボランティアセンターの開設
○災害廃棄物の仮置き場への搬入開始

市
町
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（３）応援・受援体制等



自治体間の広域⽀援・受援体制

非被災市町

被災市町 要請

政府・知事会等
現地対策本部

県職員被災市町
支援チーム

山口県内

山口県 災害対策本部

総合企画部

災害救助部
(健康福祉部)

各対策部

総務部

緊急支援物資
対策チーム

応援職員等
調整チーム

…

九州地方知事会
会長県：熊本県

四国知事会
世話人県：高知県

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ
高知県

中国地方知事会
会長県：島根県

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ
島根県

全国知事会
会長県：宮城県

政府

派遣

〔部局横断的チーム〕

関西広域連合
幹事県：滋賀県

要請

要請

要請

山口県外

24

応援

応援

応援

要請

応援

応援

応援

応援

 １市町で対応できない場合は、県と他市町で対応を応援します
 山口県だけで対応できない場合は、他県に応援を要請します
 役所だけで対応できない場合は、自衛隊や消防、警察等に応援を要請します



市町への職員応援派遣 〜住家被害認定調査〜
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令和５年７月１１日～１８日 美祢市派遣
派遣職員：のべ９１名（県職員５９人、市職員３２人）
※美祢市からの応援要請に基づき、県が職員を派遣（他市町にも協力要請）

①被害認定調査
　　　　　　　　　　

続　柄

世帯主

妻

子

世帯主住所 　○○県○○市○丁目○番〇号

（整理番号）

罹　災　証　明　書

世帯主氏名 　〇山　〇男

罹災原因 　〇〇年〇〇月○○日の　○○豪雨　による

氏　名 年　齢

　〇山　〇男 〇〇

　〇山　〇子 〇〇
世帯構成員

　〇山　〇朗 〇〇

※住家とは、現実に居住（世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。）のために使用している建物
   のこと。（被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家）

住家以外の被害 　土地の一部流出、車１台浸水

被災住家※の
所在地

　○○県○○市○丁目○番〇号

住家※の被害の
程度

□全壊　□大規模半壊　□中規模半壊　☑半壊　□準半壊　□準半壊に至らない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 （一部損壊）

浸水区分 　床上浸水

　上記のとおり、相違ないことを証明します。

　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇市町村長

（記載例）

②罹災証明書発⾏ 応急修理
※災害救助法適用時

公費負担あり

保険⾦請求
みほん

⽀援⾦⽀給
※被災者生活再建⽀
援法適用時



他県への職員応援派遣 〜能登半島地震〜

26

【行政職員派遣】※全国知事会・総務省からの要請

令和６年１月２３日～５月２８日
派遣先：石川県輪島市
業務：住家被害認定調査
のべ２５４名派遣

【保健師派遣】 ※厚労省からの要請

令和６年１月１３日～３月３０日
派遣先：石川県能登町
業務：避難所における健康観察
のべ４４名派遣
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山口県災害時広域受援計画

（１）受援体制

（２）人的支援の受入れ

（３）物的支援の受入れ

・受援調整組織の立ち上げ（人的支援・物的支援）
・職員の再配置（非常時優先業務、経験者の配置）
・受援関連業務スペースの確保（本部、執務室）
・広域応援の要請（中国・四国・九州、全国知事会、国）

・受援対象業務（何を手伝ってもらうか）を指定する
・応援必要人数を把握する（県、市町）
・受入れ職員への便宜供与（宿舎、執務場所の確保）

・平常時からの備蓄の推進（流通備蓄含む）
・必要物資の把握と要請
・物資集積・輸送拠点の開設・運営（民間倉庫の活用）
・輸送手段の確保（トラック協会、自衛隊の災害派遣）
・緊急輸送道路、自動車燃料の確保

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/6/12586.html



 ⼈的⽀援の要請
＜応援を要請する（主に県）＞

・自衛隊の災害派遣要請 ・緊急消防援助隊、DMAT隊の派遣要請
・知事会（中国、九州、全国）、国を通じた職員派遣要請
（・政府現地災害対策本部、国応援職員の受入れ）

＜応援を受ける業務＞
・避難所の運営 ・避難者の健康観察、保健指導
・物資集積・配送拠点の運営 ・給水⾞の派遣、水道施設の応急復旧
・建築物等の危険度判定 ・住家被害認定調査 ・罹災証明書の発⾏
・応急仮設住宅の建設 ・災害廃棄物の仮置場の確保

 必要⼈数等の把握
・応援者の職種・必要資格等を明確化し、必要業務・⼈数を決定

 受入れ体制（便宜供与）
・宿泊施設、執務スペースの確保
・業務マニュアルの作成、業務フローの整理 28

山口県災害時広域受援計画（１）⼈的⽀援
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山口県災害時広域受援計画（２）物的⽀援

 何を、いくつ、どこからどこへ、誰が運ぶか
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関係機関への派遣要請
緊急消防援助隊【消防】 ※被災都道府県の知事からの要請 or 消防庁長官の指示により出動

 消火、救助、救急等

自衛隊災害派遣【自衛隊】
※被災都道府県知事等からの要請等により出動

 救助、水防、医療、防疫、給水、人員輸送等

警察災害派遣隊【警察】
※被災都道府県の公安委員会からの要請 により出動

 被害情報収集、救助、緊急交通路の確保等

山口県大隊の活動（R2. 7. 6～14 熊本県） ←熊本県知事からの要請

山口県警部隊の活動（即応部隊：R6.1.4～3.4、一般部隊：R6.1.12～8.16 石川県）

30



31

関係団体等との応援協定

協定締結数 １３９件／延べ団体数１８３団体 （令和８年３月末現在）

協定締結先の例主な協定の内容
県内市町、各都道府県、中国地⽅整備局指定（地⽅）⾏政機関
建設業協会、建築協会、中国電⼒、NTT⻄日本公共施設等の災害応急対策
⽯油連盟、県⽯油商業組合燃料の供給
トラック協会、倉庫協会、警備業協会輸送等
NHK、⺠放各社、新聞各社、通信社放送・報道要請
宅建協会、不動産協会、旅館生活衛生同業組合避難所及び応急仮設住宅の提供等
大手コンビニ各社、スーパーマーケット各社、
ホームセンター各社 等

物資（⾷料、飲料水、生活必需品等）の
調達

医師会、看護協会、薬剤師会、日赤、栄養士会救急・救護等
産業廃棄物協会、環境整備事業協同組合保健衛生
大手コンビニ各社、ファストフード各社徒歩帰宅者⽀援
JR⻄日本、NEXCO、法律関連士業ネットワーク、
隊友会、産業ドローン協会、建築士会

その他
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関係団体等との応援協定

災害時における臨床検査業務の支援に関する協定《令和８年３月》

［一般社団法人 山口県臨床検査技師会 山口県］

県からの要請に応じて、山口県臨床検査技師会が臨床検査技師を派遣

避難所等における被災者の健康管理のため、

〇ＤＶＴ検診

〇弾性ストッキング着脱指導

〇感染症疾患の検査 等

を実施

■内容
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（４）県の取組等



総合防災訓練

各種訓練

⽀援物資配送訓練

R７.11.４ ⼭⼝市・周防大島町
34R７.5.25 ⼭⼝市・防府市



能登半島地震を踏まえた防災減災対策の⾒直し
R6年4月に【山口県地震・津波防災対策検討委員会】を設置
●会⻑︓三浦房紀 山口大学名誉教授
●委員︓16名（有識者、地域住⺠代表、市町担当者）

第３回検討委員会（R6.11.6開催）において
「能登半島地震を踏まえた防災・減災対策」取りまとめ

令和7年度当初予算で、関連する施策を事業化 35

【検討テーマ】

①能登半島地震の課題検証と
防災・減災対策の見直し

②地震・津波被害想定の見直し



◇能登半島地震の課題検証を踏まえた防災・減災対策の強化

体

制

能登半島地震の課題検証を踏まえ、令和７年度に実施した「体制」・「物流」・「避難」の観点からの防災
・減災対策をベースとして、より実効性の高い取組を推進します。

また、3月末を目途に見直しを進めている南海トラフ地震に係る地震・津波被害想定を踏まえ、新たな
取組を行います。

Ｒ７
《主な取組》

Ｒ８
《主な取組》

〈 防災ＤＸによる広域避難体制整備事業〉

〇広域避難訓練の実施

・衛星インターネット機器や被災者生活再建支
援システムを活用し、広域避難調整や広域避
難所運営等に係る訓練を実施

〇ネットワーク環境の早
期確保

〇広域応援体制の整備
等

Ｒ６
《課題の検証》

〇全市町分(20台)の
衛星インターネット機
器を整備

〇被災者生活再建システ
ムに避難所管理機能等
を追加

継

今年度の取組①

36



◇南海トラフ地震に係る地震・津波被害想定の見直しを踏まえた対応

物

流

Ｒ７
《主な取組》

Ｒ８
《主な取組》

〈 地域防災力充実強化事業〉

ドローンを活用した孤立集落への物資輸
送等訓練の実施

・ R7に構築した体制を活用し、孤立集落の状
況把握や物資輸送訓練等を実施

〇支援物資輸送に係る体
制の整備

〇災害時に孤立する可能
性のある集落等への対
応 等

Ｒ６
《課題の検証》

〇支援物資物流マニュア
ルの見直し

〇ドローンを活用した緊
急物資輸送体制の構
築

新

拡

避

難

〇避難所における適切
な環境整備、生活環
境の改善

○被災住民による避難
所運営への移行に向
けたロードマップの
整備 等

〇避難所に必要な資機
材を整備

〇有識者等による検討組
織を設置し、避難所運
営のガイトライン等を
見直し

〈 避難所環境改善推進事業〉

モデル避難所マニュアルの作成

・ 施設種別（学校、公民館等）に応じた、より
詳細な内容・事例を盛り込んだマニュアル
を作成

拡

〈 津波早期避難体制づくり促進事業〉

人的被害の主な要因である津波による死者数ゼロを目指し、 「津波早期避難
体制づくり」を新たに実施

新

新

今年度の取組②

37
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３ 自助・共助について



（１）自助・共助の重要性

39



基本は、自分の生命は自分で守る

県総合計画「やまぐち未来維新プラン」より

40

住⺠の役割（災対法第7条第3項）
地方公共団体の住⺠は、基本理念にのっとり、⾷品、飲料⽔その他の⽣活必需物資の備蓄
その他の⾃ら災害に備えるための⼿段を講ずるとともに、防災訓練その他の⾃発的な防災活動
への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により、防災に寄与するように努
めなければならない。
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平成26年8⽉6日大雨
（岩国市新港町）

①水害・⼟砂災害

（２）自助 〜災害への備え〜

令和6年能登半島地震
（⽯川県輪島市）

➁地震

天気予報や気象台の発表等で予測可能
↓

余裕を持って備えや⾏動ができる

いつ、どのタイミングで起こるか予測困難
↓

日頃からの備え・とっさの判断が何より大事



※１市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル５は必ず発令されるものではない
※2 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり危険を感じたら自主的に避難するタイミングである
（注）避難指示は、現行の避難勧告のタイミング

Ⅰ「避難指⽰」で必ず避難︕

『避難指⽰』が出たら
すぐ避難︕

高齢者や障害のある⽅は
『高齢者等避難』で避難!

42

①水害・⼟砂災害への備え

警戒
レベル

状況 住民が取るべき行動 行動を促す情報

5
災害発生
又は切迫

命の危険 直ちに安全確保！ 緊急安全確保※１

警戒レベル４までに必ず避難！

4
災害のおそ

れ高い
危険な場所から全員避難 避難指示（注）

3
災害のおそ

れあり
危険な場所から

高齢者等は避難※２ 高齢者等避難

2 気象状況悪化 自らの避難行動を確認
大雨・洪水・高潮注意報

（気象庁）

1
気象状況悪化の

おそれ
災害への心構えを高める 早期注意情報（気象庁）



Ⅱ情報を入手する手段を確認︕

■ラジオ
NHKなどの災害情報
＋
地域のコミュニティFM放送局からの地域情報
（下関、宇部、萩、防府、⻑門、周南、山陽⼩野⽥）

■テレビ（データ放送「ｄ」）
リモコンの「ｄ」ボタンで、警報などの避難
情報や避難所情報、交通やライフラインにつ
いて情報を確認できます。

43

■防災⾏政無線
各市町のスピーカー放送にご留意ください

■防災アプリ（スマートフォン）
・Yahoo!防災速報からの緊急情報
・各市町が開発した防災アプリ

①水害・⼟砂災害への備え



避難先は安全ですか？
避難ルートも安全ですか？
避難手段はどうしますか？

Ⅲどうやってどこへ逃げるか考えておく︕
行政が指定した避難場所へ 安全な親戚・知人宅へ 安全なホテル・旅館へ

44

① 水害・⼟砂災害への備え

【参考】 「避難カード」 の作成

■家の周りの危険や避難のタイミング、
避難先、持出品などをご家庭で話し合って、
『避難カード』にまとめてみましょう

■作成した避難カードは、家の中の⾒やすい
場所に掲示しておきましょう



・⾷料（乾パン、缶詰、レトルト⾷品、
インスタントラーメン 等）

・飲料⽔
・着替え（上着・下着）
・カセットコンロ、マッチ
・トイレットペーパー
・携帯用トイレ、ビニール袋
※⾷料・⽔は「３日分」を基本
※⽣活用⽔は、１人が1日に3ℓ必要。
飲み⽔以外の⽣活用⽔は、風呂に⽔をためる方
法も有効。

非常持ち出し品の例

・貴重品（現⾦・通帳・マイナンバーカード）
・非常⾷（乾パン、ﾋﾞｽｹｯﾄ、ﾁｮｺﾚｰﾄ等）
・携帯電話、充電器 ・携帯ラジオ、乾電池
・下着、着替え ・懐中電灯
・携帯用トイレ ・ビニール袋
・⻭磨きセット ・タオル
・ティッシュペーパー、ウェットティッシュ
・マスク、消毒液、体温計
・高齢者用品（おむつ等）
・⼥性用品
・乳幼児用品（ミルク、おむつ等）

備蓄品の例

※非常持ち出し品は、背負って歩ける範囲で︕
リュックサック等に入れて、持って歩ける量を確認しておいてください。

※⾷料の備蓄は「ローリングストック法」で︕
× 特別に大量に備えると、賞味期限切れなどが発生します

日ごろ⾷べているもの・使っているものを少し多めに買い込んで、消費した分を補充して
いくやり⽅であれば、無理・無駄なく備蓄ができます 45

Ⅳ必要なものは、事前に準備︕
① 水害・⼟砂災害への備え
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★家具が倒れてこないように︕

＜Ｌ型金具等が使用できない場合の家具固定方法（内閣府防災）＞

② 地震への備え
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地震が発生したら、⾝を守る⾏動を︕
② 地震への備え

《シェイクアウト》



（３）共助「逃げ遅れゼロ」に向けた避難体制づくり

48

平成30年7月豪雨の状況・課題等

〇 災害リスクが高いと公表されていた地域で死亡事案が発生
（死者３名は、いずれも土砂災害警戒区域内で被災）

〇 居住地の災害リスクが認識されていないケースが多い
〇 危険を感じても、48.7％の者は避難行動をとっていない
・避難行動をとらなかった主な理由は、「避難しなくてもよい場所に
自宅があるから」「これまで大丈夫だったから」 etc…

〇 ハザードマップや避難先の確認、地域の災害発生履歴等の伝承が必要

取組

〇 人は「自分は大丈夫」という思い込み（正常性バイアス）に陥りやすいが、
知り合いからの避難の呼びかけがあったり、周りの人が逃げている姿を見ると、
避難行動を起こしやすい

〇 呼びかけ避難や率先避難のための体制づくり

〇 避難所運営手引きの作成

〇 地域における継続的な避難訓練・避難所運営訓練

災害リスクを抱える地域で、地域住民による自主的な避難体制づくりを推進

岩国市周東町獺越
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（３）共助 地域住⺠による自主的な避難体制づくり



AR・VR機器を活用した体験型防災啓発

（県内⼩学校で開催中）（県内⼩学校で開催中）

（４）県の取組

50



学校を活用した⼈命救助訓練

51

令和７年度 実施例

◆地震・火災を想定した避難訓練

◆校舎ベランダからはしごによる救出

◆屋上から
はしご車救出

◆グランへの
放水訓練

◆警察による
大楯操法



災害体験VR機器の市町等への貸出開始

R6.7.1〜 貸出開始
市町や⾃治会、⾃主防災組織等での啓発活動に活用 52



山口県の防災・災害情報ポータルサイト

53

・注意報・警報の発令
・市町からの避難指示
・避難所の開設状況

等をリアルタイムに反映


